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平成２９年１０月１３日 

（2017 年） 

各 所 属 長 殿 

 

  市  長 

 

平成３０年度予算編成方針について 

 

 

１．社会経済情勢と国の動向 

 

わが国の経済は、内閣府がまとめた月例経済報告（平成２９年

９月）によると、政府の各種政策による効果もあり、雇用や所得

環境の改善が続くなかで、景気は緩やかな回復基調で推移してい

る。ただし、個人消費の伸びは弱く、海外経済の不確実性や金融

資本市場の変動の影響に留意する必要があるなど、先行き不透明

感が根強く残っている。 

このようななか、今年６月に閣議決定した「経済財政運営と改

革の基本方針 2017」（いわゆる「骨太の方針」）では、地方行財政

の構造改革の推進や、財政資金の効率的な配分を図ることとして

おり、地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革、

広域化・共同化や業務改革等の推進などが重点的な取り組みとし

てあげられている。 

また、国・地方を通じた経済再生・財政健全化に引き続き取り

組むとしていることから、歳出抑制の圧力がさらに強まるおそれ

もあり、地方財政を取り巻く環境は厳しいものになると見込まれ

る。 

 

 

２．本市の財政状況 

 

本市の財政状況については、平成２８年度決算において、前年

度に引き続き実質単年度収支は黒字を確保したところであるが、

近年、改善傾向で推移していた経常収支比率が７年ぶりに悪化し

ており、硬直化している財政構造の体質改善への取り組みが必要

となっている。 
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今後の財政収支の見通しについては、扶助費などの社会保障関

係経費の伸びに加え、投資的経費においても老朽化が進んでいる

公共施設の改修や更新に要する経費の増大が見込まれている。ま

た、これまで減少傾向で推移してきた公債費については、投資的

経費の増大に伴って増加に転じることも想定しているところで

ある。さらに国が引き続き財政健全化を掲げるなか、地方交付税

等の確保が厳しくなることも懸念されており、引き続き厳しい財

政運営を強いられることになると予測している。 

 

 

３. 予算編成に当たっての基本方針 

 

  平成３０年度は「第４次西宮市総合計画」の最終年度となるこ

とから、これまでの取り組みを総括するとともに、「持続可能な

文教住宅都市」の実現を目指して各施策の実施を引き続き進める

こととし、下記の基本方針に沿って、別途指示する「平成３０年度

予算編成要領」に基づき行うこととする。 

なお、来年４月に市長選挙が実施されることから、政策的な判断

が必要となる新規事業等については、原則として当初予算での計上

は控えるものとする。 

 

（１）持続可能性を強く意識した堅実な財政運営 

 

  将来にわたって安定的な財政運営が行えるよう、民間活力の活

用など合理的で効率的な行政経営への取り組みを推進し、行政需

要の増大への対応や、将来負担の軽減を意識した予算編成を行う。 

 

（２）合理性と公正さの追求 

 

  行政に求められている市民ニーズを的確に把握し、前例にとらわ

れることなく、自らが西宮全体の利益を背負っているという矜持に

基づいて、合理的な判断材料によって事業を実施する。また、内部

事務経費については事務の効率化を図り、経費の削減に努める。 
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（３）政策目標達成のために最少の経費で最大の効果を上げる手段

の再検討 

 

それぞれの事業・施策が、どのような政策目標達成のために企

図されたものであるか、目標達成のために最少の経費で最大の効

果を上げる手段であるかを常に検証していかなければならない。 

  また、部署を越えた周辺の事業との関係性や類似性を意識し、

無駄や重複を廃し、より効果を高められるよう工夫する。それぞ

れの事業手法についても、無駄な作業や手間を省いて効率的で簡

潔なものに改める。 

  さらに、資産の有効活用や処分についても全庁的な観点から積

極的に推進していく。 

 

 

以上 


